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消費税減税の審議、及び介護・医療事業還付などの検討を求める請願

請願趣旨
２０２４年度の全国公立病院の８３％が赤字、民間病院は４９％が赤字。経営難も進み、病院・介護事業所の休廃業・倒産も最多です。政府は、医療・介護分野の支援策として、食材費や光熱水費などの高騰に苦しむ医療機関や介護施設の経営改善に向け、職員の賃上げにもあてる補助金を支給するとしています。
この場合、一過性の支援策にとどめてはなりません。医療や介護の対価は、国が定める診療報酬や介護報酬で決まり、物価高騰に柔軟に対応できず経営悪化します。特に消費税は問題です。消費税は、物価が高騰すれは税率により自動的に増税となります。特に病院と介護経営は、それまで施設・機器・医療介護材料・食材・光熱水費にかかった消費税分は、患者・利用者に転嫁しません。国に治めるだけです。一方、輸出企業には外国の消費者には消費税が転嫁できないとして、それまでにかかった消費税額は国から還付されます。同様に医療と介護経営にも消費税還付を行うべきです。
そのためにも、消費税減税・廃止の議論を行うべきです。参議院選挙の主要な争点の一つは消費税減税についてでした。物価高騰期でもあり、全ての野党が消費税について時限的または恒久的に、減税や廃止が選挙公約でした。与党だった公明党も当初は食料品を５％に引き下げる案も検討していたとのこと。さらには自民党内で減税を求める声も多く、参院選立候補予定者の「４割が減税すべきだ」と回答（日本経済新聞6/26）、「当面は10％を維持すべきだ」と答えたのは６３％にとどまった」（毎日新聞7/12）といいます。
当然、消費税減税か廃止の調査・審議があって当然と思われます。また、政府及び国会で、消費税減税の審議と共に、病院や介護経営を恒久的に支援するなら、まず医療と介護の支援と共に、消費税負担の還付制度を取り入れるべきです。
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書の提出をお願い申し上げます。

請願趣旨
１．消費税減税の調査と審議を行うこと。
１．病院や介護事業所への、消費税持ち出し分の還付制度を行うこと。
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